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組合員を代表として尼崎市

に勤めるALTたちが尼崎市公

平委員会へ賃金改善の措置要

求を行った結果、ALTたちの

要求を認める判定が25年５月

に出されました。尼崎市は判

定への対応には時間を要とす

るとして、25年夏期一時金団

交では従前の回答を繰り返し

ていました。組合は25年賃金・

一時金団交申し入れを10月21

日、尼崎市に行い折衝と交渉

の結果、12月22日付けで尼崎

市の回答を受け入れることと

しました。

2008年以来の大幅賃上げを勝

ち取る

公平委員会の判定では、23

年度の基本報酬の引き上げと

勤勉手当の実質的な支給が求

められていました。尼崎市は

この判定を受けて、次年度か

ら勤務条件の異なる40時間

ALTと30時間ALTの２つの職を

統合した35時間ALTを設け、

新たな報酬月額表を組合に示

しました。新たな報酬月額は

経験年数に基づき段階的に引

き上がるものの、現給保障と

して置かれた調整額によって

その効果は一時金にのみ反映

されるというものです。つま

り、報酬月額自体は、現在と

変わらずいわゆる「固定給」

となるため、今後の景気動向

など最も生活に影響を与える

賃金の固定化について簡単に

は受け入れがたいものでした。

一方、一時金については他の

常勤職員と同様に支給される

ため、現在の２倍程度が支給

されることになります。その

結果2026年度の年収は50万円

〜150万円の賃上げとなりま

す。

また、判定書に基づき24年

度以降の期末・勤勉手当につ

いて、勤勉手当部分として減

額された期末手当の全額と勤

勉手当加算を遡及して支給す

るとしました（計60万円強）。

そして、24年度末で退職した

措置要求代表者に対しても、

24年度期末・勤勉手当の差額

を支給するとしました。

これらの提案を総合的に判断

し、組合は人事院勧告などの

動向を踏まえて今後も賃上げ

を要求していくこととして、

尼崎市との交渉を終えました。

尼崎市と同様に他の職員と

同様の賃金改善を人事委員会

に措置要求している大阪府で

も、昨年12月に他の職員と同

率の賃金改定が提案されまし

た。組合は今後もあらゆる方

法で賃上げを要求して行きま

す。

酒井さとえ（書記長）

１月８日、PLP会館にて、

大阪全労協旗開きが総勢45名

で開催されました。南議長の

挨拶を皮切りに、全日建、全

港湾、全労協の来賓の方々か

らご挨拶を受け、南議長の乾

杯の音頭で、宴が開かれまし

た。お一人様参加の組合から、

13名参加の大所帯の組合まで、

それぞれでしたが、今年は組

合アピールがどれも盛り上が

り、活気ある旗開きとなりま

した。お一

人様でした

が東横イン

労組からは、

あのさわや

かなコマー

シャルとは

裏腹なとこ

ろはある

が、ずい

ぶん働き

やすくなっ

てきた報

告、大所帯のケアワーカーズ

ユニオンからは、闘争の甲斐

なく、事業所閉鎖に追い込ま

れたが、山紀会支部を西成支

部とし、地域介護を継続して

行い、尊厳を失わない生き方

を追及していくという熱いお

話、ゼネラルユニオンからは、

京都府立高校のALTのストラ

イキ勝利の話、組織拡大の様

子、IT関連企業の労働者事情

等多岐に渡る報告がありまし

た。途中、元参議院議員大椿

裕子さんが駆けつけて下さり、

元気をいただきました。その

他の労組か

らも短い言

葉であって

も仲の良さ

がにじみ出

ていたり、前向きさが感じら

れる報告が続きました。教育

合同からは、府労委決定取消

訴訟の提起に触れ、なぜ地方

公務員に労組法を適用しない

のかという素朴な疑問、今ま

でになかった地方公務員の労

働基本権を取り戻す裁判であ

ることをアピールし、２月12

日(木)に開かれる大阪地裁で

の公判への傍聴支援を呼び掛

けました。20名の法廷をあふ

れさせたいという思いが届い

て欲しい瞬間でした。

友延事務局長からは、２月

７日８日に大阪で開かれる西

日本討論集会の案内と参加の

呼びかけがありました。豊中・

庄内での開催で開催地に因ん

で、森友学園関連ツァーをフィー

ルドワークとして考えている

こと、26春闘・労基法改悪・

労働組合弾圧の問題に取り組

み、４つの分科会を用意して

いることが紹介されました。

宴もたけなわでしたが、団

結ガンバローで締めくくり、

閉会となりました。

髙田晴美(執行委員長)
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組合が2024年講師継続雇用

団交拒否事件で大阪府労委が

行った却下決定の取り消しを

求めた裁判（地公法58条違憲

訴訟）の第１回期日が決定し

ました。２月12日（水）15時

30分〜810号法廷で行われま

す。組合はこれまで労働委員

会を舞台に「非正規」公務員

の労組法上の権利を求めて闘っ

てきましたが、今後は地公法

58条が一般職公務員を労組法

適用除外としている違憲性を

追及していきます。

増え続ける「非正規」公務員

いわゆる「非正規」公務員

は教育現場のみならず増加し

続けています。2020年に地公

法改正施行により会計年度任

用職員という新たな地位が導

入され、多くの「非正規」た

ちがその不安定な地位にもか

かわらず、労組法上の権利が

剥奪された状態になっていま

す。まさに「使い捨て」られ

ても何の権利もありません。

地公法が定める労組法の適用

除外を問うていかなければな

らない状況であり、それがで

きるのは、長年、「非正規」

公務員の労働問題に取り組ん

できた教育合同以外にあり得

ないと言われています。大阪

地裁に結集し私たちの声を届

けましょう！

酒井さとえ（書記長）

５.私のくには？ 私はだ

れ？ 私の言葉は？

この問いにどれだけの人

が明確に答えられるだろ

う？

『もちろん日本だよ！

日本人だもの！

日本語話すよ！』

日本ではまだこう答える

人は多いだろう。しかし、

国籍、民族、言語が同一

というのは今の世界では

少数だ。ある米国籍の留

学生は、『僕は米国人だ

けどギリシャがルーツ、

でもオーストラリア人』

と。つまり二重国籍だ。

ある中国の留学生は朝

鮮族だった。中国では漢

民族が多数だ。言語は中

国語が公用語、朝鮮語は

民族語。「自分は何人か？」

という問いで彼は悩んで

いた。殊に日本で日本語

を学びながら、同窓の中

国人、韓国人学生と接す

るにつれ、その悩みは深

くなった。

言語、社会文化、政治

体制が異なると国民であ

ることと民族の同一性と

は次元が異なってくる。

日本語を母語とし、あた

り前に社会で使用できる

ことの恩恵と特殊性を知

ることができたのは彼ら

の悩みのおかげだったと

今こそ思えるようになっ

た。

(まねき猫)

(２８４）

12月16日、以下の３点の要

求項目で団体交渉を行いまし

た。

１．非常勤講師の賃金を改善

すること

非常勤講師のみならず専任

教員も賃金カットが続き、厳

しい状況で現時点では回答で

きないが、賃金を改善したい

とは考えており、次年度の生

徒数が確定した年度末に、申

し入れに応えられるか検討す

るということでした。私学は

授業料無償化で生徒が集まる

と思われがちですが、大阪は

入学者数が募集人員を大幅に

超えても助成金カットはなく、

どの学校も授業料設定も含め

て凌ぎを削っています。年度

末の判断になることはやむを

得ないと組合は判断して了承

しました。

２．非常勤講師の実力テスト

の作成等に対する手当を設け

ること

非常勤講師の契約に、業務

として実力テストの作成等は

入っていて、給与にその分も

含まれており、手当という考

え方は受け入れられないとい

う回答でした。組合が実施し

た実力テストの作成に関する

アンケートから具体的な現場

の声を紹介し、実力テストの

位置づけや生かし方が非常勤

講師に十分説明されていない

実態を明らかにしました。ま

たデジタル化による業務負担

軽減などの必要性も話し、実

態改善とともに今後検討され

ることになりました。

３．非常勤講師の夏期・冬期

の講座担当に対する手当を設

けること

手当を支給しない理由に、

高３年の授業担当者は３学期

に授業がないのでその分を講

座に充当していると言われま

したが、実際の担当者から具

体的なデータを上げ、授業時

間数以上の講座数があること

が示されました。講座を有料

無料にするのかも含めて、今

後どのように講座を設定する

か考え、手当支給は前向きに

検討されることになりました。

２と３については教学に関す

ることなので、職員会議や関

係部署でも検討し、来年５月

いっぱいを目途に返答すると

いう回答を得ました。わずか

ですが、成果のあった団交で

した。

市原由美子(副執行委員長)

米国のベネズ

エラ侵攻と大統

領夫妻拉致には

開いた口が塞がらない▼政治家

の口も開くが出るのは「国際条

約違反」とか「民主主義回復」

の空虚な言葉▼自民・小野寺氏

の「『力による現状変更』その

もので、中露を非難する論拠に

矛盾する」はましな方▼ただし、

台湾危機で「米国は強く抵抗」

は口先だけで武力介入しないが

正しい▼高市答弁で日本は「孤

立した戦い」を強いられる。


